
第3議案

ノ

平成31年度における東京高等裁判所の裁判官の配置，裁判事務の代理順序，裁

判事務の分担,菫件の分配,開廷日割及び行政事務の代理順序に関する定めを次の

とおりとする｡

第1章裁判官の配置

' 各民事部,刑事部及び特別部に配置する裁判官を，別表’のとおりとする。

2知的財産高等裁判所については，同裁判所が定めるところによる。

。第2章裁判事務の代理順序

1裁判長に差し支えがあるときは,その部の裁判官が別表1．に掲げる順序によっ

て裁判長を代理する｡ただし，特別の理由があるときは,部の合議により,.その

部の他の裁判官に裁判長を代理させることができる。

2裁判長でない裁判官に差し支えがあるときは，他の部の裁判官(裁判長を除

く。 ）が．， これを代理する。

3－つの部の裁判官全部に差し支えがあるときは；他の部の裁判官が，これを代

理する。ただし，夏期休廷及び夏期休廷中の代理は，別表2のとおりとする。

4知的財産高等裁判所については,同裁判所が定めるところによる｡

第3章．裁判事務の分担

第1節民事部及び知的財産高等裁判所

1民事部

：第1民事部，第2民事部，第4民事部第5民事部，第7民事部から第1.2民

事部まで，第14民事部から第1Z民事部まで及び第119民事部から第24民事

部までの各部は,本節2に掲げる知的財産高等裁判所が分担する事件を除く民事

に関する次の事件及び家事に関する次の事件を分担する｡ただし, (8), (9)の事件

は，第24民事部，第1民事部，第2民事部及び第4民事部が,側から㈱までの
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の

事件は,第10民事部が分担する｡
. ． . 『 ・

(,）管内の地方裁判所及び家庭裁判所の裁判に対する控訴事件及び抗告事件(⑧

の事件及び第3節の3の(4)から(8)までに掲げる事件を除く｡ ）

（2）選挙に関する訴訟事件

（3）地方自治法に基づく解散若しくは解職の請求又・は住民投票に関する訴訟事件

(41普通地方公共団体に対する重の関与等Iと関する訴訟事件

(5)．差戻事件及び再審事件

(6)最高裁判所にした上告提起事件，上告受理申立て事件及び特別抗告提起事件

並びに許可抗告申立て事件、

（7）除斥又は忌避の申立てに関する事件

（8）管内の家庭裁判所の裁判に対する抗告事件

:(9)高等裁判所を第一審とする家事審判事件

⑩管内の地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の第一審判決に対する上告事
：

件

伽管内の地方裁判所の決定に対する再抗告事件

⑫電波法第97条の事件

⑬鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第57条の事件

側最高裁判所にした特別上告提起事件

旧刑事事件以外の事件で他の部に属しない事件

(MI民事調停法第20条第1項及び第4項並びに家事事件手続法第274条第1

項による調停事件

2知的財産高等裁判所

知的財産高等裁判所は,:次の事件を分担する。

(1) 知的財産高等裁判所設置法（平成16年法律第119号。以下「設置法｣ ･と

いう。 ）第2条第1号所定の事件

（2） 設置法第2条第2号所定の事件（特許庁の特許，実用新案，意匠又は商標に

、
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関する審決又は決定に対する不服の訴えに関する事件）
． ． ：

(3)設置法第2条第3号所定の事件((1),(2)の訴訟に係る抗告事件, -(1)の訴訟を

本案とする民事保全事件, (2)の訴訟を本案とする執行停止事件, :(1),(2)の事件

に係る差戻事件及び再審事件,商号に関する事件で知的財産に関する専門的な

知見を要する事件などを含む。 ）

〈4）設置法第2条第4号所定の事件

(5)最高裁判所にした上告提起事件,上告受理申立て事件及び特別抗告提起事件

並びに許可抗告申立て事件((1)から(4)までに掲げる事件に関するものに限るb ）

（6） 、除斥又は忌避の申立てに関する事件（知的財産高等裁判所に関するものに限

る｡ )：

第2節刑事部

第,刑事部から第,2刑事部までは,刑事及び少年に関する次の事件並びに心神

喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（以下

｢医療観察法」 という6 ）に関する次の事件を分担する。

1 管内の簡易裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所の裁判に対ずる控訴事件，抗告

事件及び抗告受理申立て事件

2忌避の申立て及び刑事訴訟法第428条第2項の異議の申立てに関する事件

3差戻事件

4再審請求事件，刑事補償請求事件及び費用補償請求事件

第3節特別部

第1特別部から第5狩別部までは，次の各区分による事件を分担する｡

1第1特別部

海難審判法第44条の事件

2第2特別部

人身保護法第4条の請求に関する事件

3第3特別部

1
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（1） 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（平成，25年法律第100

号による改正前のもの)第85条又は第86条の事件

（2） 中小企業等協同組合法（平成25年法律第100号による改正前のもの）第

､109条の事件：

（3）水産業協同組合法（平成25年法律第100号による改正前のもの）第95

条の5の事件

（4）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第85条第1号に掲げる訴
・ ． 』 ・

訟の控訴事件

（5） 同条第2号に掲げる事件の抗告事件

(6) ，同法第85条の2に掲げる訴訟の控訴事件

(7) 、中小企業等協同組合法第107条及び第108条の規定による公正取引委員

会の排除措置命令に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟の控

訴事件

（8）水産業共同組合法第95条の3及び第95条の4の規定による公正取引委員

会の排除措置命令に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟の控

訴事件

4第4特別部

(1)裁判所法第16条第4号の事件

』(2)裁判官分限法第3条の事件

(3) 日本国憲法の改正手続に関する潅律章127条の事件

（4） 最高裁判所裁判官国民審査法第36条又は第38条の事件

(5)弁護士法第16条又は第61条の事件

（6）外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第60条の事件

5第5特別部

（1）逃亡犯罪人引渡法による審査等請求事件

（2） 同法による拘禁許可状請求事件及び仮拘禁許可状請求事件

、

〉

『
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（3） 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による審査等請求事件

（4） 同法律による拘禁許可状請求事件及び仮拘禁許可状請求事件

(5)第2節1から4までに掲げる事件に当たらない刑事事件

6第1特別部から第5特別部まで

′各特別部における次に掲げる事件

（1）民事に関する除斥又は忌避の申立てに関する事件

（2） 民事に関する差戻事件及び再審事件

(3)刑事に関する忌避の申立て及び刑事訴訟法第428条第2項の異議の申立て

に関する事件

（4） 刑事に関する差戻事件

（5）刑事に関する再審請求事件，刑事補償請求事件及び費用補償請求事件

第4章事件の分配 ，

第3章第’節2に掲げる知的財産高等裁判所が分担する事件を除く事件について，

次のとおり，各部に分配する｡知的財産高等裁判所については;同裁判所が定める

I

ところによる。

1 民事部が分担する事件

（11 .次のアから力までに掲げる事件は，その事件の種類別に，受理の順点により，

民事部各部に分配する。ただし，訴訟事件で原審記録が9冊を超えるものにつ

．いては,事件の種類を問わず, 9冊を超え19冊以下のものと19冊を超える

ものとに区分し,,同区分に従い，それぞれ受理の順点により, ･民事部各部に分

配する｡また,抗告事件(家庭裁判所の裁判に対する抗告事件を除く･ ）で原

審記録が5冊を超えるもの（(3)の事件を除く｡ ）については，事件の種類を問

わず,受理の順点により，民事部各部に分配する｡

ア民事の控訴事件

イ民事の抗告事件

ウ行政の控訴事件

Ｉ
Ｉ
Ｊ
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エ行政の抗告事件

オ選挙に関する訴訟事件

力第3章第1節1の(3)及び(4)に掲げる事件

(2)ア家庭裁判所の裁判に対する抗告事件は,遺産分割の審判に対する抗告事件，

、子の返還申立事件の決定に対する抗告事件及びそれ以外の抗告事件に区分し，

それぞれ受理の順点により》第24民事部，第1民事部，第2民事部及び第

4民事部に分配する。ただし,家庭裁判所の裁判に対する抗告事件で原審記

録が5冊を超えるものについては，事件の種類を問わず，第24民事部，第

1民事部第2民事部及び第4民事部に,受理の順点により,分配する。

イ ，アにかかわらず，家事審判事件についての審判と当該事件を本案とする審

判前の保全処分についての審判（審判前の保全処分の取消しに関する審判を

含む｡以下師6 ）が同日にされた場合には,それらの審判に対する各抗告

事件を同一部に分配する｡

ウア又はイの抗告事件に関連する高等裁判所が第一審として行う家事審判事

件は，当該抗告事件が分配された部に分配する。

エア又はイにより分配された家庭裁判所の裁判に対する抗告事件は, (1)によ

る民事の控訴事件の分配に当たり,遺産分割の審判に対する抗告事件2件を

民事の控訴事件3件として，それ以外の抗告事件又はウにより分配された高

等裁判所が第=審として行う家事審判事件3件を民事の控訴事件'件として

計算する。

(3)抗告事件（(2)の事件を除く。 ）:で緊急に処理する必要があることが記録上明

らかなものについては，原審記録の冊数にかかわらず，事件の種類を問わない

で，受理の順点により，民事部各部に分配する。

(4)第3章第1節1の(16)に掲げる事件は， 当該調停に付する裁判をした部に

分配する。

2刑事部が分担する事件

｝
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。

(1)刑事の控訴事件((2)に定めるものを除く。 )･は, .500丁未満,1,000丁未満，

3,000丁未満, .5,000丁未満,10,000丁未満及び10,000丁以上の区分によって受

理の順点により，刑事部各部に分配する。 “

(2)裁判員裁判に対する控訴事件は, 1iOOO丁未満, 3,000丁未満, 3,000丁以上

の区分によって受理の順点により,刑事部各部に分配する6

(3)抗告事件(医療観察法による抗告事件を除く｡）,抗告受理申立て事件及び

医療観察法による抗告事件は,それぞれ受理の順点により，刑事部各部（夏期

休廷中に受理した事件}とついては,休廷部を除く。 ）に分配する6.ただし,勾
， ： ．

｡ ｡ 』

留に関する抗告事件（法廷等の秩序維持に関する法律による監置処分に対する

抗告事件その他急速に処理する必要のある抗告事件を含む。 ）は, ､次の要領に

より分配する。
： 、

ア各部のうち’置部を当番部とし，当番部はう当番日 （執務時間外を含

む。 ）に受理した事件をすべて処理するものとする。

イ当番日に分配を受けた事件数が多く，これを処理する．ことが困難なときは，

翌当番日.の当番部と協議の上， これを処理することができるb

翌当番日の当番部が，前記協議により事件を処理したときは， これを当番

部として処理したものとする。

ウ・ 当番部が出張等の理由で差し支えがあるときは，翌当番日の当番部と当番

部を繰り替えるものとする｡､

(4) (1)のうち，学生等集団事件については， 5,.000丁未満のものに限り，記録丁

数にかかわりなく,第一審の審判が単独体で行われたものと合議体で行われた

ものとに区別し，それぞれ受理の順点により，刑事部各部に分配する。

(5) （1）のうち,各種税法違反事件(関税法違反事件を除く6ただし，関税ほ脱罪

については, この限りでない｡）は,･第1刑童部に分配し, (,)の関係において

は，他の控訴事件の3件として計算する｡．

(6) (3)のうち，抗告受理決定後の抗告事件については，その決定をした部に分配

）
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する。

（7） (3)の場合にゥ同一の事件について,少年の抗告事件と抗告受理申立て事件を

受理したときは，次の要領により分配する。

ア同時に受理したとき又は少年の抗告事件の分配後に抗告受理申立て事件を

受理したときはj抗告受理申立て事件は,少年の抗告事件が分配された部に

分配する。

イ抗告受理申立て事件の分配後に少年の抗告事件を受理したときは,少年の

、抗告事件は，抗告受理申立て事件が分配された部に分配する。

3除斥又は忌避の申立て等 ・
｡ 4

除斥若し<･は忌避の申立て又は刑事訴訟法第428条第2項の異議の申立てに

関する裁判は，民事部,刑事部及び特別部各別に次位の部がこれをする｡

4差戻事件 ・

(1)差戻事件は,民事部及び刑事部各別に,民事部Iごおいてば,の,刑事部にお
いては2の各控訴事件の分配に繰り入れて各部に分配し,特別部の事件は,そ

の部に分配する。

（2） (1)の場合に特別部の事件を分配する部がないときはう常置委員会又は東京高

等裁判所裁判官会議規程第12条の代表者会議の議により，その性質に従って

相当である部に分配する。

5再審事件等.

-(1)民事に関する再審事件，民事事件について最高裁判所にした上告提起事件，

上告受雲申立て事件,特別上告提起事件及び特別抗告提起事件,許可抗告申立

て事件,刑事に関する再審請求事紺刑事補償藷求箏件並びに費用補償請求事

件は，その裁判をした部に分配萩る･

（2） (1)の場合に事件を分配する部がないときは,民事部及び刑事部各別に,受理

の順点により，各部に分配する。ただし,特別部の事件廷,常置委員会又は東
京高等裁判所裁判官会議規程第12条の各部を代表する裁判官の会議の議によ

４
ｆ
ｒ

）

P
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り，その性質に従って相当である部に分配する6

6(1)第10民事部が担当する第3章第1節ユの伽から鯛まで及び燗に掲げる事件

は, ｡,の(1)の調整上,それぞれこれを控訴事件”抗告事件の,件として計算

する。

(2)第3特別部が担当する第3章第3節の3の(4)から(8)までに掲げる事件は, ｝
の(1)の調整上，それぞれこれをその合議体を構成する民事部の裁判長が配置さ

れた部に分配されたものとみなす。 ‐

7東京高等裁判所特殊事件取扱規程に定める特殊事件は,他の事件とは別に,受

理の順点により事件を分担すべき部に分配する｡

8原裁判所において1件として受理し，又は併合して審理した事件の上訴は， こ

れを最初に分配を受けた部に分配する。ただし,前に受理した事件が結審後であ

るときは， この限りでない。 ．

9－つの部に分配した事件が他の部の取扱事件と関連し？併せて審理裁判するの

を便宜であるときは，関係の部の協議により,事件を繰り替え，一つの部で併せ

て審理裁判することができる。

10分配を受ける部に回避を要する裁判官がある場合には，次位の部に分配すべき

事件と繰り替えて分配し，分配を受けた部に回避を要する裁判官が配置された場

合には,当該部と次位の部との協議により事件を繰り替えることができる。ただ

し,刑事部においては，当該事件が各種税法違反事件｡<関税法違反事件を除く。

ただしう関税ほ脱罪については，この限りでない｡ .）であるときは， この限りで

…ない｡

11 ある部に分配された事件が,時に煩雑であるときその他特別の事由があるとき

は,常置委員会又は東京高等裁判所裁判官会議規程第12条の代表者会議の議に
； ・

より，次位以下の部につき順次以上の理由を勘案してその事件を担当すべき部を

定め，又はその事件を担当する部に対する事件の分配を停止する等適宜の処置を

萩ること斌できる。

、
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12新受事件は，前年度において最後に分配を受けた部の次位の部を起点として，

各部に分配する”

13各部の前年度未済事件は,当該部で引き続きこれを取り扱う。

第5章開廷日割

1各部の開廷日割を別表3のとおりとする。ただし;各部は，必要に応じ他の日

においても開廷ずることができる。

2知的財産高等裁判所については，同裁判所が定めるところによる●

第6章行政事務の代理順序

’ 高等裁判所長官に差し支えがあるときは,別に定めるところにより選帥だ裁

判官が, ：これを代理する。

2部の総括者に差し支えがあるときは,'その部の裁判官が，別表1に掲げた順序

によって総括者を代理する。

3知的財産高等裁判所の所長及び部の総括者に差し支えがあるときについては，

同裁判所が定める,ところによる。

附則．

1 この定めは，平成3'年1月’日から施行する。

2 この定めの第4章2の〈1),(2),(3)4 （4ル (6)及び(7)並びに･4の規定にかかわ

らず，当分の間,第7刑事部及び第9刑事部に対する刑事の控訴事件,抗告
一 ， ； ､

事件，抗告受理申立て事件及び差戻事件の分配を停止する｡
： ．

3 ‘第7刑事部及び第9刑事部がこの定めの第4章3〃10， 11及び．12に

規定する次位の部にあたるときは，当分の間, 「次位の部』とあるのを｢次

均位の部｣′と読み替える。

4この定めの第4章5の(1)の規定にかかわらず,第7刑事部及び第9刑事部

がした裁判に関する刑事の再審請求事件，刑事補償請求事件及び費用補償請

１
Ｊ

ー

-21-



求事件は,第7刑事部及び第9刑事部については当分の間，事件を分配する

部がないものとみなし》同2箇部を除く刑事部の各部に受理の順点により分

配し,同一の裁判に関する再審請求事件が数件あるときは， これらを'件と

みなし, ,最初に受理した事件の分配を受けた部にその後に受理した事件も併

せて分配する。ただし，前に分配された事件について終局決定があったとき

は,その後に受理した事件についてのみ同様とする。

１
Ｉ

）

0
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(別表1）

東京高等裁判所裁判官配置表(平成31年1月1日現在）

■

q

ｂ
■

－23－

《

●
●

● ■4

■ 一 民 事． 部

部 裁
C

F C 鞘 官 部 裁』訓
ｑ
①

』 芽 ．
= 部 裁§. 2 §I

』 ４
二
三

P

第
１
民
事
部

深見敏正

吉田尚弘

菊．池絵理

餘多分宏聡

総

◆
●
。

第
ｎ
民
事
部

寺
毎

宏
史
彩
文

：
英
俊

g

a

G

山
本
田
井

野
橋
吉
角

●
の

屯
●

●総

●

悼
第
別
民
事
部

茂
子
幸
樹
志

合
ひ
ら

道
利
秀
洋

西
原
澤
嶋

中
原
野
金
大

総

や

第
２
民
事
部

白石・史子

浅井 憲
大垣一貴靖
山崎栄一郎
鈴木義和

総
第
翅
民
事
部

総 近藤昌昭
。

寺

渡邉左千夫
青木 晋

■

井上泰人，
守山修生

第
〃
民
事
部
．

Ｃ
Ｄ

夫
子
一
・
一
宏

幸
難
基
孝
光

守
や

井
取
口
中
本

白
高
岡
田
榎

舎
阜
△

総

Ｐ
Ｄ
Ｇ

第
４
民
事
部

●

◆
■

菅野雅､之

黒津英明

今岡 ． 健
大澤知子

橋爪 信

総
①

第
魁
民
事
部

後藤 博
中,山直子

藤岡 淳
湯川浩昭
菊池 章

小川雅敏

｡
■総

0

第
羽
民
事
部

哲
達
子
論
津

宏
理

■

q

石
堀
川
澤

白
内
小
廣

総

′ ．

｡

心 単

ゞ
第
５
民
事
部

秋、吉仁美
齊木利夫

田村政巳，
篠原絵理

総
● 第

蛎
民
事
部

●
●

洋
夫
一
人
一

一
哲
憲
直
順

八木

柴崎
片山

平田

杉山

総
､

第
型
民
事
部

渉
智
則
行
子

■
〃
■
０

文
隆
隆
直

4

田
木
海
友
石

村
一
小
住
建

総

・
第
７
民
事
部

総・ 足立 哲
(兼） 西森政

一

松下貴彦
森 健

一

一

■

● 9

第
岨
民
事
部

萩原秀紀

河田 ､泰．常
馬場純夫

西森政一
矢向孝子

総

● ~
戸

・
第
８
民
事
部

潤
哲
秀
章
美

■
■

和
典
治

阿部
上田

嶋末

岡野

田口

総

げ

■
□

第
Ⅳ
民
事
部

裕
養
子
人
朗

紀
一

浩
真
幸
雄

神
田
藤
田
迂

川
松
武
岡
中

総
･

第
９
民
事
部

齊木敏文

石井 ・ 浩

廣田泰士

増．永；謙一郎：
間 史恵

総 第
四
民
事
部

都築：政則
飯塚．圭一

新田和憲
山本 拓

総

巴

、

●

第
皿
民
事
部

亨
一

一
明
寧

廿
今
元
和

大段

小林

大野

小河原

総
第
別
民
事
部

稔
彦
朗
子
哉

忠
●

句

順
俊
今

ｑ
Ｃ

山
口
下
木
野

畠
野
池
鈴
板

総



■ ｰ △ け も

ｌ
ｆ

｡

－24－

餌

FII 、 事 期 ．
●

部 裁 』 訓 官 部 裁
｡ ■ ● 巳

剖
》 副

a 官 部 裁
Ｇ
Ｂ
口
早 fl

p ダ

』 ユ
ヨ
ニ

P

第
１
刑
事
部

若・園敦雄

佐藤正信
高橋純子
高杉昌希

◆

●総
第
５
刑
事
部

藤井，敏明

菊池則明
佐藤晋一郎
大西直樹
馬渡香津子

６
●
総 第

９
刑
事
部

総(兼)青柳
(兼) 高木

‘動
順子

嫌） 溝田泰．之

第
２
刑
事
部

総

■

○

●

■ 寺

青柳 動
高木順．子

溝田泰之

■

,

第
６
刑
事
部

●

之
史
豪
治
太

一
孝
弘
健

熊
鉢
山
橘
瞬

大
忠
奥
大

総

、刈

第
蛆
刑
事
部

朝山芳史
阿部浩巳
矢数昌雄
水越壮夫

総

第
３
刑
事
部
ゞ

総 中里智美
嫌）奥山 豪
‘來‘司直美
､中川正隆

・
第
７
刑
事
部
．

総(兼)青柳 、勤
嫌) 高木順子
嫌） 溝．田泰之

｡

｡ ■

■ ｡

第
ｕ
刑
事
部

力
人
郎
明
子

・
直
瞥
康
腿

栃木

佐々木
佐』藤
高．橋
小“泉

●

●

●

総

）嫌

第
４
刑
事
部

後藤眞理子
成川洋司
地.:弓l 広
金子大作
福島直之

総

g

●

第
８
刑
事
部

芦澤政治
小川賢司

板津正道
林 欣寛

総

ﾔ●

■
巳

第
蚫
刑
事
部

三
雄
佳
司

脱
も

I

美
貴

■C

●

合田

竹：下
青木
石川●

■
■

q

l

総

a
0



0

ノ

新件を配てんする部の構成である(旧件については,従前の配てんによる｡)。
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！｡ 等 側l . b ･部 .．
ー ■

第1特・別部
今 ■

◆

． （海難事件.）

第3特別部
P & ﾞ｡

(独占禁止等関係事件）

第4特別部． :
(分限,内乱,国民審査,弁
護士法事件等）

■
。
。

｡

●

■ｐ
●

晴
裕
稔
彦
薙
朗
子
子
人
朗
哉

紀
…
宇

道
忠
浩
真
順
幸
雄
俊

神
山
ロ
田
下
藤
木
田
辻
野

林
川
畠
野
松
池
武
鈴
岡
中
板

守

総

第2･特別部
● ｡

(人身保護事件）

ｂ
一

由

り

』
申

晴
美
則
夫
一
巳
憲
理
拓

道
仁
政
利
圭
政
和
絵
．

吉
築
木
塚
村
田
原

や
■

‐

本

林
駄
都
齊
飯
田
新
篠
山

総

⑪

｡

｡

日
日
●

●
ゆ

4 9
■

道′晴

眞規子．
蕊･之・
敏正
稔彦
・ 潤
左千夫
・博
一郎
英・明
､ 渉
雅’之
昌一昭

． ･晋

-直子
:哲
尚弘
、健
和‘秀
淳
文智
典章
浩昭
隆則
絵理
・章
隆行

墓養
諜一
,泰人
直子
i 優
知子
正樹
信
澄子
礼子．
彩
修生
宏聡
信
研
利彦
・亮
卓．矢
・大輔
宏充

総林
・高部．
森 ・ ・

. ・深見
・ 鶴岡
阿部
渡邉

葵慧
黒：津

… 暮豊
近藤
青木
中山
上田

吉田
今岡
嶋未
・藤岡
一木
岡野
湯川
小海
菊池
菊池
住友
田ロ

舎對
井:上
建石

山門
大濯
杉浦
佐野
関根．
森.岡
高橋
守山

驚舗
古庄
・寺田
片瀬
筈井
熊．谷
間．明

■
ゆ
め

▲
凸
辱
●
。

晴
茂
文
紀
雄
浩
洋
子
美
夫
士
一
常
人
夫
幸
一
一
郎
信
樹
恵
志
美
隆
子
希
子

道
敏
秀
敦
・
》
一
道
智
哲
泰
憲
泰
直
純
利
順
政
鮮
正
秀
史
洋
直
正
純
畠
孝

西
木
原
園
井
木
・
里
崎
田
山
田
田
場
原
山
森
永
藤
澤
嶋
司
川
橋
杉
向

●
■

守
●

林
中
齊
萩
若
石
八
原
中
柴
廣
片
河
平
馬
野
杉
西
増
佐
金
間
大
來
中
高
高
矢

合総

Ｏ
ｄ
ｅ

6F 牛

｡

●

■

●

第5特別部

(逃亡犯罪人引渡法による事
件)

◆
●

晴
三
之
史
濠
雄
治
佳
司
太

道
悦
一
孝
《
弘
美
貴
健

●
の

屯
巳

林．
合田
大熊
忠鉢
奥山
竹．下
大橋
青木
石川
小野寺

総



(別表2）

夏期休廷部日割表（平成31年度）

’

■

守

０

９

４

６

ム

リ

？

’

○

０

０

↓

Ｉ

-26-

。
●

前 期

（7月21日～:8月10日）
● ◆

む

休廷部

O ◆ ●

代理部
● 砧

後 期
①

(8月11日～8月31日）
● ■ ● ■

休廷部
b ①

代理部
｡

民
事
部

● 4■

第2民事部

第4民事部

第5民事部
D

B

●

第8民事部

第11民事部

第12民事部

第15民事部

第17民事部

第21民事部 ◆

第23民事部

Ｊ
■ 第1民事部
0 . ■

第20民事部
◆

｡ ●

I ｡

第7民事部
.O 申

第9民事部

第10民事部

第14民事部
■

第16民事部

第19民事部

第22民事部

第24民事部

■ ■ ､■

第1民事部

第20民事部
■ ■

第7民事部

第9民事部
、 争

第10民事部

第14民事部
■

● ■

第16民事部

第19民事部

第22民事部
｡ ●ウ

第24民事部

.a

第2民事部

第4民事部
今
ａ

■

■ ●

◆

第5民事部

第8民事部
げ ●

‘第11民事部

第12民事部

第15民事部
■ ■

■

第17民事部
｡

■

第21民事部

第23民事部
d

9

刑
事
部

第3刑事部
■ 、

●

第5刑事部

第8刑事部
■

●

第10刑事部
｡

凸 争

第12刑事部

４
①

第6刑事部．

第1刑事部

第11刑事部
ゆ

第4刑事部

．､第2刑事部

第1刑事部
巳 ｡

■ G

■

｡ ■

第2刑事部

第4刑事部

6第●刑事部
■

･第1
｡ ‐

1刑事部

・壷

第5刑事部
甲 ■

『

p

第12刑事部
■

第10刑事部

第’3刑事部
● ■■

● ■

第8刑事部



(別表3）

開廷日割表(平成31年度）

口
｝

ノ

、

－27－

ゆ

●

■

部 開廷日
■ ●

｡ ● ｡

法廷

刑

事
ゞ
部

第1刑事部

●

第2刑事部

第3刑事部
q ■

第4刑事部
ひ ●

第.5刑事部

第6刑事部
● ■

● ●

第8刑事部

■ ●

第10刑事部

第11刑事部

第12刑事部

月・水･金
｡●

月・火・木

月・水・金

月・火・木

､月・水・金
① ●

月・火・木

月・水・金

月・火・木

▲

申

月・水・金
C可 q

月・火・木

刑事720号

Ｆ
Ｄ

刑事720号
■

刑事410号

●

刑事506号

刑事506号

巾

刑事410号

刑事805号

刑事805号

｡

刑事622号

刑事622号

特

別

部

第1特別部
●

ｩ

■ 巳

第2特別部

第3特別部
6 凸

第4特別部
1

中

･

第5.特別部
● 旬

ら

．随時．

随時

随時

随時

随時

、

巳

●

｡ ■

部 開廷日 法廷
q ◆

第1民事部 月・水・金 民事822号

第2民事部
● ●

｡

火・木・金 民事822号
~ 凸

■ ■

第4民事部
｡

火・木・金 民事817号

第5民事部 月・水・金 民事511号

◆ 令

第7民事部｡ 火・木・金 民事511号

■ P

第8民事部 火・木・金

■

民事809号，

第9民事部 月・水・金 民事809号

第10民事部 火･木・金

｡ ●

民事825号

●｡

第11民事部
0

月・水・金

●①

民事825号

■ ■

申

第12民事部

＝ 巳

月・水・金
■

D ●

民事824号

第14民事部 火・木？金 民事824号

第15民事部
■

｡

月・水・金
守 ●

民事808号

第16民事部
4

● ●

火・木・金
り げ

民事808号

b◆

第17民事部．
凸 心

月･水・金
■ ｡

民事812号

申

づ

第19民事部 火･･木・金。 民事812号

｡

第20民事部 月・水・金

■

民事817号

第21民事部

ｂ
ｅ

火・木・金

■ 6

民事424号

第22民事部
●

月・水・金

●

民事424号

第23民事部
｡ ‐

月・水・金

■

民事717号
■

■ ｡

第24民事部 火・・木P
F

金

●

民事717号



へ

平成31．年度における東京高等裁判所の裁判官の配置，裁判事務の代理順序，

裁判事務の分担,事件の分配,開廷日割及び行政事務の代理順序に関する定め

新・旧対照表

(改正案）
■ も 0幌行）

1

2

1

2

3

4

1

I

晃密部，第1民事 Z氏畢件は，菊22民事 3民事 第24二蕊鄙幽件は，

皇民事部が乳@mから岡までの事件は,第10民事部が分
担する。 ・

（1）管内の地方裁判所及び家庭裁判所の裁判に対する

控訴事件及び抗告事件《8)の事件及び第3節の3の

(4)から(8)までに掲げる事件を除く。）

（2）選挙に関する所訟事件 ， ． ： ．

(3)地方自治法に基づく解散若しくは解職の舗求又は

垂箆些屋臺浬が:蛾から@5)までの事件は,第10民事
部が分担する。 ・ ．

(1)管内の地方裁判所及び家庭裁判所の裁判に対する

控解事件及び抗告事件《8)の事件及び第3節の3の

(4)から(8)までに掲げる事件を除く。 ）

(2)選挙に関する訴舩事件

(3)地方自治法に基づく解散若しくは繩の鯖求又は

－28－



・住民投票に関する訴訟事件

(4)普通地方公共団悶こ対する国の関与等に関する瞬

舩事件

(5)差戻事件及び再審事件

(6)最高納所にした上告提起事件,上告受理申立て
事件及び特別抗告提起事件並びに許可抗告申立で事

件

(7)除斥又は忌避の申立てに関する事件． ~

(8)管内の家庭銭判所の裁判に対する抗告事件

(9)高等裁判所を第一審とする家事審判事件

剛管内の地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の

第宇審判決に対する上告率件

伽管内の地方裁判所の決定に対する再抗告事件

⑫電波法第9.7条の事件

側鉱業等に係る土地利用の闘整手続等に関する法律

第57条の事件・

側最高裁判所にした特別上告提起事件 ： ・

個刑事事件以外の事件で他の部に属しない事件

棚民事調停法第20条第1項及び第4項並びに家事

輔手練法第274条第i項による調停事件

2．知的財産高等裁判所 ・

知的財産高等裁判所は,欧の事件を分担する｡

(1)知的財産高等裁判所設置法(平成,6年法律第，
’ 19号｡以下｢設置法」という。 ）第2条第1号所
定の事件． 、

（2）股置法第2条第2号所定の事件（特許庁の特許，

実用新案,意匠又は商標に関する審決又は決定に対

する不服の解えに関する事件）

(3)設置法第2条第3号所定の事件《1M2)の訴訟に

係る抗告事件, (I)の瞬訟を本案とする民事保全事

件, (2)の添舩を本案とする執行僚止事件, (1M2)の

事件に係る差戻事件及び喜審事件，商号に関する事

件で知的財産に関する専門的な知見を要する事件な

き どを含む。 ） ． ' ．

(4)‘段置法第2条第4号所定の事件. ‘ ．

(5)‘最高裁判所にした上告提患事件,上告受理申立て
事件及び特別抗告提起事件並びに許可抗告申立て事

件《1>から(4)までに掲げる事件に関するものに限

る。 ）

(6)除斥又は忌避の申立てに関する事件（知的財産高

件で知的財産に関する専門的な知見を要ずる事件な

’ どを含む6) :

(4)設置法第2条第4号所定の事件

(5)最高裁判所にした上告提起事件,上告受理申立て

事件及び特別抗告提起事件並びに許可抗告申立て裏
件《'1から(4)までに掲げる事件に関するものに限

る“ 〉

(6)除斥又は忌避の申立てに関する事件(知的財産高

1

１

=29-



ノ

-30-



－31－



9冊以下のものと19冊を超えるものとに区分し，

同区分に従い， ･それぞれ受理の順点により，民事部

各部に分配する｡また,抗告事件(家庭裁判所の裁
判に対する抗告事件を除く6）で原審記録が5冊を

超えるもの《3)の事件を除く。 ）については,.事件

の種類を問わず，受理の碩点により．，民事部各部に

､分配ずる° ・

ア民事の控藤事件

イ民事の抗告事件

ウ行政の控訴事件

エ行政の抗告事件

オ選挙に関する露訟事件

力第3章第1節1の(3汲倒4)に掲げる事件、

(2)ア家庭裁判所の裁判に対する抗告事件はj遺産分
．割の審判に対する抗告事件,子の返還申立事件の．割の審判に対する抗告事件,子の返還申立事件の

蝋醗蹴臘麓:好畿｜
各部に分配まる。また，抗告事件（家庭裁判所の裁

判に対する抗告事件を除く。 ）で原審記録が5冊を

超えるもの《3)の事件を除く。 ）について．は, .事件

の種類を問わず,受理の順点により，民事部各部に｜

分配する6 ‘ ． 、

ア民事の控訴事件
． ：

イ民事の抗告事件

ウ行政の控訴事件

エ．行政の抗告事件

オ選挙に関する訴罷事件

力第3章第1.節1の(3汲覗4Mこ掲げる事件“ ．

)ア家庭裁判所の裁判に対ずる抗告事件は,遺産分

‘割の審判に対する抗告事件,子の返還申立事件の

決定に対する抗告事件及びそれ以外の抗告事件に

区分し,それぞれ受理の順点により!第22民堅

部,第23民事部,第24民事部及び第1民事部

に分配する。ただし；家庭裁判所の裁判に対する

抗告事件で原審記録が5冊を超えるものについて

は5事件の種類を問わず,鐙旦塁壁艶_鯉

民事部,第24民婁部及び第ﾕ民喜理に,､受理の

順点により，分配する。 ． ：

イアにかかわらず,家事審判事件についての審判：

と当蕨事件を本案とずる審判前め保全処分につい

ての審判(審判前の保全処分の取消しに関する審

：判を含む。以下同じ。 ）が同日にされた場合に

はずそれらの鋤に鱗る各抗告事件を同一部に
ザ ． :

分配する。 、

ウア又ほｲの抗告事件に関連する高等裁判所が第

一審として行う家事審判事件は,当骸抗告事件が

分配された部に分配する。 ．

エア又はｲにより分配された家麗鐡判所の裁判に
『 ，

対する抗告事件"(1)による民事の控翫事件の分

配に当たり，遺産分割の審判に対する抗告事件2

件を民事の控鯨事件3件として,それ以外の抗告

事件又はｳにより分配された高等裁判所が第一審
として行う家事審判事件3件を民事の控諒事件’

件として計算する。 ． ． ．

）抗告事件《2)の事件を除く｡）で緊急に処理する

必要があることが記録上明らかなものについては，

８
１

ｉ
ｊ

(2

決定に対する抗告事件及びそれ以外の抗告事件に

区分しかそれぞれ受理の順点により,墓坐星豊

遜=篁幽-重皇屋…Iご分
配する。ただし，家庭裁判所の裁判に対する抗告

事件で原審記録が5冊を超えるものについては，

事件の種類を問わず,第24民事部,第’民事

．､艶第2民事部及び第4民事部侭,受理の順点に
…よりj分配する。

イアにかかわらず，家事審判事件についての審判

と当咳窮件を本案とする審判前の保全処分につい
｡ ●｡ , 占 ←

ての審判(審判前の保全処分の取消しに関する審

判を含む｡以下同じ｡）が同日にされた場合に

は，それらの審判に対する各抗告事件を同一部に

分配する｡．

・ヴア又はイの抗告事件に関連する高等裁判所が第

一審として行う家事審判事件は，当該抗告事件が
” i

分配された部に分配する。 、． ．

．エア又はイにより分配された家庭裁判所の裁判に
． ： 、

対する抗告事件は, (1)による民事の控訴事件の分

配に当たり,遺産分割の審判に対する抗告事件2

件を民事の控豚事件3件として,それ以外の抗告

事件又はウにより分配された高等裁判所が第一審

として行う家事審判事件3件を民事の控所事件1

件として計算するb

(3)抗告事件《2)の事件を除く．。 ）で緊急に処理する

必要があることが記録上明らかなものについては, ．

ノ

(3

1
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、原審記録の冊数にかかわらず，事件の種類を問わな

いで,受理の順点により，民事部各部に分配する。

(4)第3章第1節1の鯛に掲げる事件は，当該調停に

付する裁判をした部に分配する。

刑事部が分担する事件 ．

(1)刑事の控饒事件《2)に定めるものを除く‘）は，

500丁未満， 1,0脚丁未満, 3poo丁未満, 5,000丁

未満, 10,0"丁未満及び10M丁以上の区分によ
って受理の順点により,刑事部各部に分配する。
(2)鋼員裁判に対する控訴事件は, 16000丁未滴，

3,000丁朱満.3,000丁以上の区分によって受理の

順点により,刑事部各部に分配する。

(3)抗告事件(医療観察法による抗告事件を除く｡)，

抗告受理申立て事件及び医療観察法による抗告事件
・は,それぞれ受理の順点により，刑事部各部(夏期

休廷中に受理した事件については;休廷部を除く｡
）に分配する。ただし，勾留に関する抗告事件(法

廷等の秩序維持に関する法律による藍“分に対す
る抗告事件その他急速に処理する必要のある抗告事

件を含む｡ ）は,次の要領により分記する。

ア各部のうちユ箇部を当番部とし， 当番部は，当

・番日 （執務時間外を含む。 ）に受理した事件をす

べて処理するものとする。

イ当番日に分配を受けた事件数が多ぐ,これを処

理することが困難なときは,翌当番日の当番部と

協礒の上， これを処理することができる。 ．

．翌当番日の当番部が，前癌協畿により事件を処
● ｡ , ◆ ｡

理したときは,これを当番部として処理したもの

とする6

ウ当番部が出張等の理由で差し支えがある.とき

は,翌当番日の当番錘と当番部を繰り替えるもの
． ：

とする｡ '. ．

(4) （')のうち,学生等集団事件について"5,000丁

未満のものに限り，紀録丁数にかかわり.なく，第一

審の審判が単独体で行われたものと合雛体で行われ

たものとに区別し，それぞれ受理の順点により＆刑
● 。 』

事部各部に分配する。

(5) (')のうち,各種税法違反事件(関雛違反事件を
除く。ただし,関税ほ脱罪については， この限りで

ない。 ）はj第1刑事部に分配し、 (1)の関係におい

｜

理したときはb これを当番部として処理したもの
° ・ ’

とする｡‐

ウ当番部が出張等の理由で差し支えがあるとき ・

は，翌当番日の当番部と当番部を繰り替えるもの、

とする。 ．

(4) (1)のうち,･学生等集団事件については, 5，"0丁

未満のものに限り,･記録丁数にかかわりなく,第一

審の審判が単独体で行われたものと合誰体で行われ
たものとに剛し,それぞれ受理の順点により，刑

事部各部に分配する。 ：

(5) (1)のうちj各種税法違反事件(関税法違反事件を
除く。ただし,関税ほ脱罪についてはbこの限りで

なしら）は，第1刑事部に分配し， (1)の関係におい

（

2

（

（

（
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できる。

2知的財産高等裁判所については，同裁判所が定める

ところによる。 ． ・

第6章行政事務の代理順序

1高等裁判所長官に差し支えがあるときは,別に定め

ると．ころにより選ばれた裁判官がj これを代理する。

2．．，部の総括者に差し支えがあるときは，その部の裁判

官が，別表1に掲げた順序によって総括者を代理す

る。

3知的財産高等裁判所の所長及び部の総括者に差し支

えがあるときについては,同裁判所が定めるところに

よる。

リ

1

2

3

4

ノ

別表1から3まで （賂）別表1から3まで （略）
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